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平成２５年９月第３回八街市議会定例会会議録（第１号） 

………………………………………………… 

１．開議 平成２５年９月２日 午前１０時００分 

１．出席議員は次のとおり 

    １番 長谷川 健 介 

    ２番 鈴 木 広 美 

    ３番 服 部 雅 恵 

    ４番 小 菅 耕 二 

    ６番 木 村 利 晴 

    ７番 石 井 孝 昭 

    ８番 桜 田 秀 雄 

    ９番 林   修 三 

    10番 山 口 孝 弘 

    11番 湯 淺 祐 德 

    12番 川 上 雄 次 

    13番 古 場 正 春 

    14番 林   政 男 

    15番 新 宅 雅 子 

    16番 鯨 井 眞佐子 

    17番 加 藤   弘 

    18番 京 増 藤 江 

    19番 右 山 正 美 

    20番 丸 山 わき子 

    21番 小 髙 良 則 

    22番 中 田 眞 司 

………………………………………………… 

１．欠席議員は次のとおり 

    ５番 小 山 栄 治 

………………………………………………… 

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり 

市 長   北 村 新 司 

副 市 長   小 澤 誠 一 

教 育 長   川 島 澄 男 

総 務 部 長   浅 羽 芳 明 

市 民 部 長   加 藤 多久美 

市民部参事（事）国保年金課長   小 出 聰 一 
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経 済 環 境 部 長   中 村 治 幸 

建 設 部 長   糸 久 博 之 

会 計 管 理 者   江 澤 弘 次 

教育委員会教育次長   長谷川 淳 一 

農業委員会事務局長   麻 生 和 敏 

選挙管理委員会事務局長   石 毛   勝 

監 査 委 員 事 務 局 長   吉 田 一 郎 

財 政 課 長   佐 藤 幸 男 

高 齢 者 福 祉 課 長   宮 崎   充 

下 水 道 課 長   藏 村 隆 雄 

水 道 課 長   金 﨑 正 人 

学校給食センター所長   加 瀬 芳 之 

総務部参事（事）総務課長   石 毛   勝 

社 会 福 祉 課 長   石 川 良 道 

経済環境部参事（事）農政課長   吉 野 輝 美 

建設部参事（事）道路河川課長   勝 股 利 夫 

庶 務 課 長   勝 又 寿 雄 

………………………………………………… 

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり 

  事 務 局 長   森 田 隆 之 

  副 主 幹   太 田 文 子 

  副 主 幹   梅 澤 孝 行 

  主 査 補   須 賀 澤 勲 

  副 主 査   居 初 理 英 子 

………………………………………………… 

１．会議事件は次のとおり 

 ○議事日程（第１号） 

                      平成２５年９月２日（月）午前１０時開議 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 請願第２５－１号訂正の件 

    日程第４ 議案の上程 

         議案第１号から議案第１６号 

         提案理由の説明 

    日程第５ 休会の件 
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○議長（中田眞司君） 

  本日、平成２５年９月第３回八街市議会定例会はここに開会される運びとなりました。 

  この定例会は、議案１６件が提出されることになっています。慎重に審議を尽くされ、市

民の負託に応えられますよう期待致しますとともに、議会運営につきましてもご協力をお願

いいたしまして、開会のご挨拶といたします。 

  ただいまから平成２５年９月第３回八街市議会定例会を開会します。 

  ただいまの出席議員は２１名です。議員定数の半数以上に達していますので、この定例会

は成立しました。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は配付のとおりです。 

  日程に入る前に報告します。 

  最初に、地方自治法第１２１条の規定に基づく本定例会の出席者は配付のとおりです。 

  次に、監査委員から５月、６月、７月予算執行分に係る例月出納検査報告書が提出されま

したので、その写しを配付しておきました。 

  次に、市長の専決処分事項に指定されている損害賠償額の決定が議長宛てに提出されまし

たので、その写しを配付しておきました。 

  次に、８月２２日までに受理した陳情６件については、その写しを配付しておきました。 

  次に、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１７２条第１項の規定に基づく議員

派遣について、配付の資料のとおり派遣を行いました。 

  次に、地方自治法第１０４条の規定により、議会の代表として出席した会議等は配付のと

おりです。 

  次に、本日の欠席の届出が小山栄治議員からありました。 

  以上で報告を終わります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、会議規則第８８条の規定により、丸山わき子議員、右山正美議

員を指名します。 

  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  この件については議会運営委員長より発言を求められておりますので、これを許します。 

○加藤 弘君 

  平成２５年９月定例会の会期等を協議するため、去る８月２３日に議会運営委員会を開催

し、協議いたしましたので、その結果についてご報告いたします。 

  ９月定例会に上程される案件は議案１６件であります。 

  次に、一般質問の通告が代表４人、個人１１人からありました。 

  以上の案件を審議するため、９月の定例会は、お手元に配付してあります会期表のとおり、

会期を本日から９月２６日までの２５日間と協議決定いたしましたので、この会期等にご賛

同を賜り、円滑な議会運営ができますよう議員各位のご協力をお願い申し上げまして、議会
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運営委員長の報告といたします。 

○議長（中田眞司君） 

  ただいまの委員長報告のとおり、この定例会の会期は本日から９月２６日までの２５日間

とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

  異議なしと認めます。 

  会期は２５日間に決定いたしました。 

  日程第３、請願第２５－１号訂正の件を議題とします。 

  お諮りします。ただいま議題となっています請願第２５－１号については、お手元に配付

のとおり、請願者より紹介議員を通して請願訂正願が提出されております。この訂正を許可

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

  異議なしと認めます。 

  この訂正願は許可することに決定いたしました。 

  日程第４、議案の上程を行います。 

  議案第１号から議案第１６号を一括議題とします。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

  ご異議なしと認めます。 

  議案第１号から議案第１６号の提案理由の説明を求めます。 

○市長（北村新司君） 

  本日、ここに平成２５年９月第３回八街市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の

皆様にはご多用のところご参集いただき、誠にありがたく、御礼申し上げます。 

  提案理由の説明に先立ちまして、４件ほどご報告させていただきます。 

  まず、１件目につきましては、本市特産品のＰＲ活動についてでございます。 

  先般、安倍内閣総理大臣と直接面会する機会をいただき、本市特産品であります八街産落

花生のＰＲ活動を総理官邸において行ってまいりました。安倍総理からは香ばしくて大変お

いしいとお褒めの言葉を頂戴したところであり、あわせまして、スイカやニンジン、サトイ

モなどの特産品につきましてもＰＲさせていただいたところでございます。本市特産品のＰ

Ｒ活動につきましては、引き続きあらゆる機会を捉え、積極的に行ってまいりたいと考えて

おります。 

  次に、２件目につきましては、成田空港活用協議会への参加についてでございます。 

  本会につきましては、千葉県知事並びに千葉県商工会議所連合会会長が代表発起人となり、
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去る７月３１日に設立された協議会でございます。成田空港の発着容量３０万回化の実現に

より、拡大する人・物・財の流れを、単に都心にだけではなく、成田空港を中心に千葉県全

体へ、さらには首都圏全体へと変えていくこと、成田空港利用者の利便性・快適性の向上と、

アクセスのさらなる充実と、千葉の魅力を国内外に広く発信することなどといった戦略が掲

げられております。成田空港から１０キロメートル圏内に位置する本市といたしましても、

近隣自治体とともに大きく躍進する絶好の機会であると受け止め、本協議会への参加を決意

したところでございますので、議員の皆方におかれましても何とぞご理解いただきますよう

お願いいたします。 

  次に、３件目につきましては、榎戸駅整備事業の国庫補助事業の採択に係る要望について

でございます。 

  榎戸駅整備事業につきましては、来年秋の着工を目指し、現在、詳細設計業務を進めてい

るところでございます。本工事費の積算にあたりましては、本市、ＪＲ東日本、設計コンサ

ルタントの３者により、極力無駄を省いた設計になるよう協議を進めておりますが、あわせ

まして、国庫補助事業として採択いただくことにより、本市財政負担を少しでも軽減できる

よう、地元選出の国会議員を通じて関係機関に要望書を提出してまいりました。 

  ４件目につきましては、ピーちゃん・ナッちゃんへの特別住民票の交付についてでござい

ます。 

  現在、全国的な規模でのゆるキャラブームが続いておりますが、本市イメージキャラクタ

ーでありますピーちゃん・ナッちゃんにつきましては、平成元年の誕生であることからも、

ゆるキャラの先駆け的存在と言っても過言ではないと受けとめております。ピーちゃん・ナ

ッちゃんの誕生から約２５年間が経過し、その間、さまざまなイベントに参加するなどして、

その存在をアピールしてまいりましたが、残念ながら、住民票の交付につきましては行われ

ることなく、今日に至りました。 

  本市が行う特産品などのＰＲ活動が一層人々の印象に残るものとなり、あわせまして、ピ

ーちゃん・ナッちゃんの存在が市民の皆様のより身近なものとなることを願い、去る８月２

４日に開催されました第２２回八街ふれあい夏まつりにおきまして、特別住民票を交付させ

ていただいたところでございます。この交付によりまして、ピーちゃん・ナッちゃんの八街

市民としての位置付けがより明確になったものと理解しており、イベント会場におけるＰＲ

活動など、さらに活躍されますことを期待するものでございます。 

  以上の４件につきましてご報告申し上げます。 

  それでは、提案理由の説明に入らせていただきます。 

  本定例会に提案いたしました案件は、条例の制定５件、平成２５年度八街市一般会計補正

予算、平成２５年度八街市介護保険特別会計補正予算、平成２５年度八街市下水道事業特別

会計補正予算、平成２５年度八街市水道事業会計補正予算及び平成２４年度各会計の決算の

認定の合計１６議案でございます。 

  続きまして、各議案についてご説明いたします。 
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  議案第１号は、八街市税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは、

地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成２

５年６月１２日に公布されたことに伴い、八街市税条例の一部を改正する必要が生じたこと

によるものです。主な改正内容は、金融所得課税の一体化等及び公的年金からの特別徴収制

度を見直すものでございます。 

  議案第２号は、八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでござい

ます。これは、地方税法の一部改正に伴い、八街市国民健康保険税条例の一部を改正する必

要が生じたことによるものです。主な改正内容は、議案第１号と同様に、金融所得課税の一

体化等を講じるため、所要の改正を行うものでございます。 

  議案第３号は、八街市税外収入金に係る延滞金徴収条例の一部を改正する条例等の一部を

改正する条例の制定についてでございます。これは、地方税法が改正され、平成２６年１月

１日より地方税に係る延滞金の割合が引き下げられることとなりましたが、分担金・使用

料・手数料及び過料その他の市税外収入金に係る延滞金、千葉県後期高齢者医療保険料に係

る延滞金、介護保険料に係る延滞金、市営住宅の家賃等に係る延滞金並びに下水道事業にお

ける受益者負担金に係る延滞金の割合につきまして、地方税法の規定に準じておりますこと

から、所要の改正を行うものでございます。 

  議案第４号は、八街市子ども・子育て会議設置条例の制定についてでございます。これは、

子ども・子育て支援新制度の開始に伴いまして、子ども・子育て支援事業計画策定にあたり、

子育て当事者等の意見及び関係機関の意見を反映した施策を推進するため、子ども・子育て

会議を設置するものでございます。 

  議案第５号は、八街市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

これは、地方税法が改正され、平成２６年１月１日より地方税に係る延滞金の割合が引き下

げられることとなりましたが、この改正にあわせまして、道路占用料の延滞金の割合を改正

するものでございます。 

  議案第６号は、平成２５年度八街市一般会計補正予算についてでございます。この補正予

算は、既定の予算に１千４６４万４千円を増額し、歳入歳出予算の総額を２０１億２千５３

２万円とするものでございます。歳入につきましては、主なものとして、地方交付税１千３

６６万３千円、国庫支出金２９０万５千円、県支出金１千８３１万円、繰越金２千１万１千

円、市債５千１８０万円を増額し、地方特例交付金５７６万９千円、繰入金８千６３９万４

千円を減額するものでございます。歳出につきましては、主なものとして、企画費９９２万

７千円、児童福祉総務費２６１万３千円、住宅用太陽光発電設備導入推進事業費１３３万円、

クリーンセンター・処分場管理運営費５千２９２万円、道路整備事業費１千２５０万円、住

宅リフォーム補助事業費２００万円、公園施設整備事業費１千２６２万１千円、防災費２０

０万円を増額するものでございます。 

  議案第７号は、平成２５年度八街市介護保険特別会計補正予算についてでございます。こ

の補正予算は、既定の予算に３千６９９万２千円を増額し、歳入歳出予算の総額を３７億５
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千２２４万８千円とするものでございます。歳入につきましては、繰入金２千４４８万２千

円、繰越金１千２５１万円を増額するものでございます。歳出につきましては、諸支出金３

千６９９万２千円を増額するものでございます。 

  議案第８号は、平成２５年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてでございます。

この補正予算は、既定の予算から２５７万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を１８億８

千３３２万円とするものでございます。歳入につきましては、国庫支出金５千３９８万５千

円、繰入金２６９万円を減額し、市債５千４１０万円を増額するものでございます。歳出に

つきましては、下水道事業費２５７万５千円を減額するものでございます。 

  議案第９号は、平成２５年度八街市水道事業会計補正予算についてでございます。この補

正予算は、収益的支出につきまして、既定の予算から１０９万６千円を減額し、収益的支出

の総額を１０億５千７４７万８千円とするものでございます。資本的支出につきましては、

既定の予算から７３万５千円を減額し、資本的支出の総額を４億３千６５２万９千円とする

ものでございます。 

  議案第１０号は、平成２４年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

本決算は、歳入決算額１９８億５千８３０万４千４５９円、歳出決算額１９０億８千２３９

万８千８２９円で、歳入歳出差引額は７億７千５９０万５千６３０円となりまして、このう

ち、５億５千万円を財政調整基金に積み立て、２億２千５９０万５千６３０円を平成２５年

度に繰り越しするものでございます。 

  議案第１１号は、平成２４年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

でございます。本決算は、歳入決算額９３億８千２８１万７千１１３円、歳出決算額９２億

９千７１０万１千７２円で、歳入歳出差引額は８千５７１万６千４１円となりました。この

うち、２千５７１万円を財政調整基金に積み立て、６千万６千４１円を平成２５年度に繰り

越しするものでございます。 

  議案第１２号は、平成２４年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

てでございます。本決算は、歳入決算額３億６千４２６万４千８７９円、歳出決算額３億６

千４４万１２６円で、歳入歳出差引額３８２万４千７５３円を全額、平成２５年度に繰り越

しするものでございます。 

  議案第１３号は、平成２４年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでご

ざいます。本決算は、歳入決算額３４億９千７１５万７千６４８円、歳出決算額３４億８千

３６４万８千２２０円で、歳入歳出差引額１千３５０万９千４２８円を全額、平成２５年度

に繰り越しするものでございます。 

  議案第１４号は、平成２４年度八街市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてでございます。本決算は、歳入決算額６億７千８４５万８千８０７円、歳出決算額

６億７千８４５万８千８０７円でございます。なお、本会計は、平成２４年度をもって廃止

するものでございます。 

  議案第１５号は、平成２４年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで



－８－ 

ございます。本決算は、歳入決算額１０億１千７４８万５千３３８円、歳出決算額９億１千

７０９万１千６９５円で、歳入歳出差引額１億３９万３千６４３円を全額、平成２５年度に

繰り越しするものでございます。 

  議案第１６号は、平成２４年度八街市水道事業会計決算の認定についてでございます。本

決算は、収益的収支では、水道事業収益９億８千３７５万４千８１７円に対し、水道事業費

用９億９千８２４万１千１０１円で、収支差し引きは１千４４８万６千２８４円の純損失と

なり、この額が当年度未処理欠損金となりました。資本的収支では収入総額６億４千８３１

万４千７４２円に対し、支出総額９億８７万９千３５２円で、収入額が支出額に対して不足

する額２億５千２５６万４千６１０円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものでご

ざいます。 

  以上で提案いたしました各議案を説明いたしましたが、各会計の決算の詳細につきまして

は各担当部長等より説明させますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

  最後に、議案ではございませんが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項及び第２２条第１項の規定により、財政の健全性を判断する５つの指標について監査委員

の審査に付し、その意見を付けて健全化判断比率及び資金不足比率を議会に報告し、かつ公

表することとなっておりますので、ここで報告させていただきます。 

  各比率につきましては、配付してあります平成２４年度決算に基づく健全化判断比率報告

書及び平成２４年度決算に基づく資金不足比率報告書のとおりでございます。また、それぞ

れについて監査委員の審査意見書を添付してございます。 

  それでは、各比率についてご説明させていただきます。 

  平成２４年度決算に基づく健全化判断比率報告書１ページ中、実質赤字比率及び連結実質

赤字比率につきましては、全会計の実質収支が黒字であるため、実質赤字比率及び連結実質

赤字比率ともに算定されず、バー表示となっておりますが、これを実数値で示しますと負の

値で表示されることとなり、実質赤字比率につきましてはマイナス５．２５パーセント、連

結実質赤字比率につきましてはマイナス１２．２３パーセントとなります。 

  続いて、実質公債費比率につきましては１０．８パーセント、将来負担比率については５

２．９パーセントとなっており、全ての比率において早期健全化基準の数値を下回っており

ます。 

  次に、平成２４年度決算に基づく資金不足比率報告書１ページ中、資金不足比率につきま

しても、実質赤字比率及び連結実質赤字比率と同様にバー表示となっており、資金に剰余額

が生じております。なお、実数値で示しますと負の値で表示されることとなり、水道事業会

計の実質的な資金不足比率はマイナス９４．９パーセント、下水道事業特別会計の資金不足

比率はマイナス４．７パーセントとなっており、経営健全化基準の数値を下回っております。 

  以上をもちまして報告にかえさせていただきます。 

○総務部長（浅羽芳明君） 
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  それでは、議案第１０号、平成２４年度八街市一般会計歳入歳出決算について説明をいた

します。 

  歳入歳出決算書の７ページをごらん願います。 

  初めに、歳入でございますが、予算現額２０９億３０８万２千円に対しまして、決算額は

１９８億５千８３０万４千４５９円となりました。決算額を前年度と比較いたしますと、５

億６千２３９万２千３４２円、２．９１パーセントの増となっております。 

  次に、歳出でございますが、予算現額２０９億３０８万２千円に対しまして、決算額は１

９０億８千２３９万８千８２９円となりました。決算額を前年度と比較いたしますと、４億

６千４２９万１３３円、２．４９パーセントの増となっております。 

  歳入歳出差引の結果、残額は７億７千５９０万５千６３０円となり、このうち、５億５千

万円を地方自治法第２３３条の２の規定に基づき一般会計財政調整基金に編入することによ

りまして、翌年度への繰越額は２億２千５９０万５千６３０円となります。 

  なお、この額には、繰越明許費１０件、継続費の逓次繰越１件に係る繰越財源１億５１９

万９千円が含まれております。 

  それでは、歳入歳出決算の概要につきまして説明をいたします。 

  なお、詳細につきましては、後ほど１６ページ以降の平成２４年度八街市一般会計歳入歳

出決算事項別明細書をご参照いただきたいと思います。 

  それでは、８ページ、９ページをごらん願います。 

  初めに、歳入全体の３５．０１パーセントを占めております１款市税でございますが、予

算現額６８億９千１３４万７千円に対しまして、調定額８９億６千６３４万３千４９１円、

収入済額６９億５千２３４万７４２円、不納欠損額１億１７７万９千７３５円、収入未済額

１９億１千２２２万３千１４円となりました。収入済額を前年度と比較いたしますと、１億

７千８０３万７千５２４円、２．５０パーセントの減となっております。また、徴収率とい

たしましては、現年課税分が前年度より０．１ポイント増の９５．３パーセント、滞納繰越

分が前年度より０．６ポイント減の１３．４パーセント、市税合計では前年度より０．３ポ

イント増の７７．５パーセントとなっております。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項市民税につきましては収入済額３５億６２７万３千５５０円で、前年度と比較いたし

ますと、８千２４０万８千２０５円、２．４パーセントの増となっております。 

  ２項固定資産税につきましては収入済額２５億８千６５４万９５４円で、前年度と比較い

たしますと、２億３千９３２万６千６１円、８．５パーセントの減となっております。 

  ３項軽自動車税につきましては収入済額１億４千５７６万５千５６６円で、前年度と比較

いたしますと、３７２万９３４円、２．６パーセントの増となっております。 

  ４項市たばこ税につきましては収入済額５億９千９６３万８千８０１円で、前年度と比較

いたしますと、１千５６６万２千５４８円、２．５パーセントの減となっております。 

  ６項都市計画税につきましては収入済額１億１千４１２万１千８７１円で、前年度と比較
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いたしますと、９１７万８千５４円、７．４パーセントの減となっております。 

  続きまして、２款地方譲与税でございますが、予算現額２億７００万円に対しまして、調

定額、収入済額ともに２億３９６万３千２８１円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、

１千３４２万５千９８６円、６．１パーセントの減となっております。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項地方揮発油譲与税につきましては収入済額６千６５万９千円で、前年度と比較いたし

ますと、１９万６千円、０．３パーセントの増となっております。 

  ２項自動車重量譲与税につきましては収入済額１億４千３３０万４千円で、前年度と比較

いたしますと、１万３６２万２千円、８．７パーセントの減となっております。 

  ３項の地方道路譲与税につきましては収入済額２８１円で、前年度と比較いたしますと、

１４円の増となっております。 

  続きまして、３款利子割交付金でございますが、予算現額１千６００万円に対しまして、

調定額、収入済額ともに１千５２３万３千円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、２

５７万円、１４．４パーセントの減となっております。 

  次に、４款配当割交付金でございますが、予算現額１千６００万円に対しまして、調定額、

収入済額ともに１千７１３万１千円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、３７６万３

千円、１８．０パーセントの減となっております。 

  次に、５款株式等譲渡所得割交付金でございますが、予算現額４５０万円に対しまして、

調定額、収入済額ともに４９９万７千円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、７１万

円、１６．６パーセントの増となっております。 

  次に、６款地方消費税交付金でございますが、予算現額６億１千万円に対しまして、調定

額、収入済額ともに５億８千９３３万円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、１千２

７２万６千円、２．１パーセントの減となっております。 

  続きまして、7款ゴルフ場利用税交付金でございますが、予算現額１千２００万円に対し

まして、調定額、収入済額ともに１千３９７万５千６０５円で、収入済額を前年度と比較い

たしますと、１６９万１千３０５円、１３．８パーセントの増となっております。 

  次に、８款自動車取得税交付金でございますが、予算現額５千７００万円に対しまして、

調定額、収入済額ともに５千７９７万７千円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、５

３０万７千円、８．４パーセントの減となっております。 

  次に、９款地方特例交付金でございますが、予算現額、調定額、収入済額ともに４千８６

万１千円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、６千６１２万３千円、６１．８パーセ

ントの減となっております。 

  続きまして、歳入全体の２０．５パーセントを占めております１０款の地方交付税でござ

います。予算現額３８億８千５０９万１千円に対しまして、調定額、収入済額ともに４０億

６千７０４万１千円でございました。収入済額を前年度と比較いたしますと、１億８千４３

８万３千円、４．７パーセントの増となっております。これは、普通交付税における基準財
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政需要額の増、基準財政収入額の減による増額と、特別交付税における震災復興分による増

が主な理由となっております。 

  次に、１１款交通安全対策特別交付金でございますが、予算現額９００万円に対しまして、

調定額、収入済額ともに９４８万８千円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、１７万

５千円、１．８パーセントの減となっております。 

  次に、１２款分担金及び負担金でございますが、予算現額１億９千８０万９千円に対しま

して、調定額２億２７９万９千１０８円、収入済額１億９千２０５万５千８８円、不納欠損

額１８２万３千８６０円、収入未済額８９２万１６０円となりました。収入済額を前年度と

比較いたしますと、１０１万７千７１３円、０．５パーセントの減となっております。 

  次に、１３款使用料及び手数料でございますが、予算現額３億４千７６６万９千円に対し

まして、調定額３億４３２万３千３２７円、収入済額２億７千８０３万１千４５２円、不納

欠損額２２７万２千６８０円、収入未済額２千４０１万９千１９５円となりました。収入済

額を前年度と比較いたしますと、１４１万９千５９７円、０．５パーセントの増となってお

ります。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項使用料につきましては収入済額１億３千２３３万３千８７２円で、前年度と比較いた

しますと、４８万６千５３７円、０．４パーセントの増となっております。 

  ２項手数料につきましては収入済額１億４千５６９万７千５８０円で、前年度と比較いた

しますと、９３万３千６０円、０．６パーセントの増となっております。 

  続きまして、１４款国庫支出金でございます。予算現額３３億７千４５１万６千円に対し

まして、調定額３４億２千３０８万１千７３２円、収入済額３０億１千９５０万９千７３２

円、収入未済額４億３５７万２千円となりました。収入済額を前年度と比較いたしますと、

３千４１１万３千１００円、１．１パーセントの増となっております。これにつきましては、

生活保護費負担金、社会資本整備総合交付金、障害者自立支援給付費負担金、児童扶養手当

負担金などの増に対しまして、社会資本整備総合交付金繰越分、生活保護費過年度精算分、

浄化槽設置整備事業交付金などの減との差し引きによるものが主な理由でございます。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項国庫負担金につきましては収入済額２８億１千８８３万７千２９０円で、前年度と比

較いたしまして、１千４１５万８千４５５円、０．５パーセントの減となっております。 

  ２項国庫補助金につきましては、収入済額１億８千２４１万６千７９０円で、前年度と比

較いたしまして、５千５３６万５千７４３円、４３．６パーセントの増となっております。 

  続きまして、１０ページ、１１ページをごらん願います。 

  ３項委託金でございますが、収入済額１千８２５万５千６５２円で、前年度と比較して、

７０９万４千１８８円、２８．０パーセントの減となっております。 

  続きまして、１５款県支出金でございますが、予算現額１６億３千４２０万１千円に対し

まして、調定額１６億４９５万４７７円、収入済額１３億５千４９５万４４７円で、収入未
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済額２億５千万円となりました。収入済額を前年度と比較いたしますと、１億９千１１９万

５千９４８円、１６．４パーセントの増となっております。これにつきましては、安心子ど

も基金事業費補助金、障害児通所給付費負担金、選挙執行委託金などの増に対しまして、ふ

るさと雇用再生特別基金事業補助金、県議会議員選挙執行委託金、地域支え合い体制づくり

事業補助金などの減との差し引きによるものが主な理由となっております。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項県負担金につきましては、収入済額７億９千１万４千１０４円で、前年度と比較をし

て、９千２６万３千９３４円、１２．９パーセントの増となっております。 

  ２項県補助金につきましては収入済額４億２３３万３千４６０円で、前年度と比較をして、

６千３７６万１千１５円、１８．８パーセントの増となっております。 

  ３項委託金につきましては収入済額１億６千２６０万２千９１３円で、前年度と比較いた

しまして、３千７１７万９９９円、２９．６パーセントの増となっております。 

  次に、１６款財産収入でございますが、予算現額６２６万４千円に対しまして、調定額、

収入済額ともに６２５万６千９５３円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、５６０万

６千３３６円、４７．３パーセントの減となっております。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項財産運用収入につきましては収入済額５４４万７千８８０円で、前年度と比較いたし

ますと、１８８万３千９４５円、２５．７パーセントの減となっております。 

  ２項財産売払収入につきましては、収入済額８０万９千７３円で、前年度と比較いたしま

して、３７２万２千３９１円、８２．１パーセントの減となっております。 

  続きまして、１７款寄附金でございますが、予算現額１０１万５千円に対しまして、調定

額、収入済額ともに１１８万３千３２０円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、３３

万７千８０２円、２２．２パーセントの減となっております。 

  続きまして、１８款繰入金でございます。予算現額７億９千１２４万８千円に対しまして、

調定額、収入済額ともに７億８千６９３万７千６７３円で、収入済額を前年度と比較いたし

ますと、１億７千５０５万７千５６３円、２８．６パーセントの増となっております。平成

２４年度は、前年度と比較して、特定目的基金からの繰り入れは３億９千５２７万４千８８

０円の減となったのに対しまして、財政調整基金からの繰り入れが５億６千６４４万５千円

の増となったことが増額の主な理由でございます。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項基金繰入金につきましては収入済額７億７千２００万４千７１８円で、前年度と比較

いたしますと、１億７千１１７万１１２円、２８．５パーセントの増となっております。 

  ２項の特別会計繰入金につきましては収入済額１千４９３万２千９５５円で、前年度と比

較をいたしますと、３８８万７千４５１円、３５．２パーセントの増となっております。 

  続きまして、１９款繰越金でございますが、予算現額１億７千７８０万３千円に対しまし

て、調定額、収入済額ともに１億７千７８０万３千４２１円で、収入済額を前年度と比較い
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たしますと、９千７３８万４７６円、３５．４パーセントの減となっております。繰越事業

件数は、平成２２年度から繰り越した件数２１件に対しまして、平成２３年度からの繰り越

しは１５件となりました。また、歳計剰余金処分による繰越額は１億２千７０万６千６３０

円でございまして、前年度と比較いたしますと、７６０万８千７９１円、５．９パーセント

の減となっております。 

  次に、２０款諸収入でございますが、予算現額４億３３５万８千円に対しまして、調定額

４億３千５１万１千３７２円、収入済額３億５千８１３万８千７１５円、収入未済額７千２

３７万２千６５７円となりました。収入済額を前年度と比較いたしますと、１千５５９万１

千６６６円、４．６パーセントの増となっております。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項延滞金加算金及び過料につきましては収入済額３千７９９万７千５１５円で、前年度

と比較いたしますと、１３８万２千２１３円、３．８パーセントの増となっております。 

  ２項貸付金元利収入につきましては収入済額６千万円で、前年度と同額でございます。 

  ３項受託事業収入につきましては収入済額６４７万２千２７４円で、前年度と比較いたし

ますと、１０万６５１円、１．６パーセントの増となっております。 

  ４項市預金利子につきましては収入済額６万４千１０９円で、これにつきましては、歳計

現金定期利子によるものでございます。 

  ５項雑入につきましては収入済額２億５千３６０万４千８１７円で、前年度と比較をして、

１千４１７万８千４３２円、５．９パーセントの増となっております。 

  次に、２１款市債でございますが、予算現額２２億２千７４０万円に対しまして、調定額、

収入済額ともに１７億１千１１０万円で、収入済額を前年度と比較いたしますと、３億４千

４７０万円、２５．２パーセントの増となっております。これにつきましては、大池排水区

整備事業一般会計負担金ほかに充当する土木債、及び、防災行政無線通信機整備事業ほかに

充当する消防債の増が主な理由でございます。 

  以上、歳入決算につきましては、予算現額２０９億３０８万２千円に対しまして、調定額

２２６億３千５２８万７千７６０円、収入済額１９８億５千８３０万４千４５９円、不納欠

損額１億５８７万６千２７５円、収入未済額２６億７千１１０万７千２６円となりました。 

  続きまして、１２ページ、１３ページをごらん願います。歳出決算につきましてご説明を

いたします。 

  まず、１款議会費でございますが、予算現額２億４千１９１万２千円に対しまして、支出

済額２億４千８５万９千９４２円、不用額１０５万２千５８円で、支出済額を前年度と比較

いたしますと、５６０万３千４２７円、２．３パーセントの減となっております。これにつ

きましては、議員年金制度の廃止による議員共済会給付費負担金の減が主な理由でございま

す。 

  続きまして、２款総務費でございますが、予算現額２１億５千３２７万１千円に対しまし

て、支出済額２０億３千１９８万２千６５７円、翌年度繰越額は、庁舎非常用発電機設置工
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事として９千４２１万７千円、不用額が２千７０７万１千３４３円となりました。支出済額

を前年度と比較いたしますと、３千７６３万３千３２０円、１．９パーセントの増となって

おります。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項総務管理費につきましては支出済額１４億８千２６１万２千２７７円で、前年度と比

較して、２千６８０万９千５６１円、１．８パーセントの増となっております。 

  ２項徴税費につきましては支出済額３億４千１０４万３千４３３円で、前年度と比較をし

て、８４４万３千７０１円、２．５パーセントの増となっております。 

  ３項の戸籍住民基本台帳費につきましては支出済額１億２千４５１万１千６９９円で、前

年度と比較をして、１４３万４３７円、１．２パーセントの増となっております。 

  ４項選挙費につきましては支出済額４千２１１万３千３３９円で、前年度と比較をして、

１９万３千１４９円、０．５パーセントの減となっております。 

  ５項統計調査費につきましては支出済額１千５７５万４千９４９円で、前年度と比較をし

て、６３万６千９８５円、４．２パーセントの増となっております。 

  ６項監査委員費につきましては支出済額２千５９４万６千９６０円で、前年度と比較をし

て、５０万５千７８５円、２．０パーセントの増となっております。 

  続きまして、３款民生費でございます。予算現額７６億３千２１７万４千円に対しまして、

支出済額は７３億８千２９０万５千３８９円、不用額２億４千９２６万８千６１１円となり

ました。支出済額を前年度と比較いたしますと、２億３千３９万５千６６７円、３．２パー

セントの増となっております。これにつきましては、障害者自立支援給付事業費、私立保育

園施設整備費、生活保護費の増が主な理由でございます。 

  項ごとに説明いたします。 

  １項の社会福祉費につきましては支出済額３０億３千６９万２千７８６円で、前年度と比

較をして、１億８千３６６万８千５３６円、６． ５パーセントの増となっております。 

  ２項児童福祉費につきましては支出済額２６億９千３６８万４４１円で、前年度と比較を

して、６千４５７万８千３９６円、２．３パーセントの減となっております。 

  ３項生活保護費につきましては支出済額１６億５千８５３万２千１６２円で、前年度と比

較いたしますと、１億１千１３０万５千５２７円、７．２パーセントの増となっております。 

  次に、４款衛生費でございますが、予算現額２３億２千２０２万４千円に対しまして、支

出済額２０億７千４５１万４千７３６円、翌年度繰越額は、上砂廃棄物撤去業務費として１

億３千５３５万８千円、不用額１億１千２１５万１千２６４円となりました。支出済額を前

年度と比較いたしますと、２６７万５千３２４円、０．１パーセントの減となっております。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項保健衛生費につきましては支出済額８億９千５７４万４千３５３円で、前年度と比較

をして、１千２００万７千４３７円、１．３パーセントの減となっております。 

  ２項清掃費につきましては支出済額１１億７千８７７万３８３円で、前年度と比較して、
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９３３万２千１１３円、０．８パーセントの増となっております。 

  続きまして、５款農林水産業費でございますが、予算現額４億９千７４９万９千円に対し

まして、支出済額２億４千２６２万６千９１３円、翌年度繰越額は、強い農業づくり交付金

事業として２億５千万円、不用額４８７万２千８７円で、支出済額を前年度と比較いたしま

すと、７７３万５千５７８円、３． １パーセントの減となっております。 

  次に、６款商工費でございますが、予算現額１億５千２３２万１千円に対しまして、支出

済額１億５千３３万２千８７７円、不用額１９８万８千１２３円で、支出済額を前年度と比

較いたしますと、１千５６２万７千９１９円、９．４パーセントの減となっております。こ

れにつきましては、アンテナショップ運営業務の減が主な理由でございます。 

  次に、７款土木費でございますが、予算現額１８億２千６１万２千円に対しまして、支出

済額１４億１千４２３万５千５０６円、翌年度繰越額は、道路整備事業費や道路排水施設整

備事業費などの３億７千６５９万６千円、不用額２千９７８万４９４円となりました。支出

済額を前年度と比較いたしますと、１億１千７５０万９千４０５円、９．１パーセントの増

となっております。これにつきましては、市道１１６号線、１０２号線、六区１号線ほかの

道路改良事業費、及び、大池第三雨水幹線整備事業負担金の増が主なものでございます。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項土木管理費につきましては支出済額１億１千８７４万９千２６２円で、前年度と比較

いたしますと、４３４万５千１７５円、３．５パーセントの減となっております。 

  ２項の道路橋りょう費につきましては支出済額６億３千２４５万３千３６９円で、前年度

と比較いたしますと、１億３千１２３万３千４９９円、２６．２パーセントの増となってお

ります。 

  ３項河川費につきましては支出済額１億８２０万８千６５０円で、前年度と比較いたしま

すと、４千２２３万９千４０円、６４．０パーセントの増となっております。 

  ４項都市計画費につきましては支出済額５億１千３６８万６７９円で、前年度と比較いた

しますと、４千８７１万８千５４１円、８．７パーセントの減となっております。 

  ５項住宅費につきましては支出済額４千１１４万３千５４６円で、前年度と比較をして、

２８９万９千４１８円、６．６パーセントの減となっております。 

  次に、８款消防費でございますが、予算現額１３億７千９５９万６千円に対しまして、支

出済額１３億５千６６８万１千６２９円、翌年度繰越額は、地域防災計画修正業務として７

８７万５千円、不用額１千５０３万９千３７１円で、支出済額を前年度と比較いたしますと、

７千８３３万３千８８０円、６．１パーセントの増となっております。増額の主な理由でご

ざいますが、前年度から繰り越しました防災行政無線設置工事の増と、消防自動車購入費の

減によるものでございます。 

  続きまして、９款教育費でございますが、予算現額２１億７千１２２万２千円に対しまし

て、支出済額１６億７千４７５万３千９９０円、翌年度繰越額４億４千５６６万１千円、不

用額５千８０万７千１０円となりました。支出済額を前年度と比較いたしますと、２千９８
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３万９千５５４円、１．８パーセントの増となっております。これにつきましては、朝陽小

学校校舎改築実施設計業務、緊急雇用創出事業による非常勤講師賃金の増が主な理由でござ

います。 

  項ごとに説明をいたします。 

  １項教育総務費につきましては支出済額２億５千８８１万５千５７０円で、前年度と比較

をして、５４１万９千４１７円、２．１パーセントの増となっております。 

  ２項小学校費につきましては支出済額２億３千７８５万４千８４７円で、前年度と比較を

して、３千２３万９千９２７円、１４．６パーセントの増となっております。 

  ３項中学校費につきましては支出済額１億１千５０８万２千７５４円で、前年度と比較を

して、２４６万９千４８６円、２．１パーセントの減となっております。 

  ４項の幼稚園費につきましては支出済額１億９千４５９万６千７７７円で、前年度と比較

して、３３０万７千９３７円、１．７パーセントの増となっております。 

  ５項社会教育費につきましては支出済額３億２千３１０万３千３８４円で、前年度と比較

をして、７８３万７千８４３円、２．４パーセントの減となっております。 

  ６項の保健体育費につきましては支出済額５億４千５３０万６５８円で、前年度と比較を

して、１１７万９千６０２円、０．２パーセントの増となっております。 

  次に、１０款災害復旧費でございますけども、予算現額１千円に対しまして支出はござい

ませんでしたので、不用額１千円となりました。 

  続きまして、１４ページ、１５ページをごらん願います。 

  １１款公債費でございますが、予算現額２５億１千４４５万円に対しまして、支出済額２

５億１千３４５万２千８６円、不用額９９万７千９１４円で、支出済額を前年度と比較いた

しますと、２千８１万６千６０８円、０．８パーセントの増となっております。 

  １２款諸支出金でございますが、予算現額５万４千円に対しまして、支出済額５万３千１

０４円、不用額８９６円で、支出済額を前年度と比較いたしますと、３万７千３０３円の減

となっております。 

  次に、１３款予備費でございますが、当初予算額は２千２１６万５千円でございまして、

このうち４２１万９千円を充当した結果、予算現額が１千７９４万６千円となりまして、同

額が不用額ということになっております。 

  以上、歳出決算につきましては、予算現額２０９億３０８万２千円に対しまして、支出済

額１９０億８千２３９万８千８２９円、翌年度繰越額１３億９７０万７千円、不用額５億１

千９７万６千１７１円となりました。 

  このほか、実質収支に関する調書につきましては２３２ページ、財産に関する調書につき

ましては３５９ページから３６９ページ、定額基金の運用に関する調書につきましては３７

１ページから３７４ページに掲載してございますので、後ほどごらんいただきたいと存じま

す。 

  以上をもちまして平成２４年度一般会計歳入歳出決算につきましての説明を終わらせてい
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ただきます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（中田眞司君） 

  会議中でありますが、ここで１０分間の休憩をいたします。 

（休憩 午前１１時０４分） 

（再開 午前１１時１５分） 

○議長（中田眞司君） 

  再開します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市民部長（加藤多久美君） 

  それでは、議案第１１号、平成２４年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算につい

てご説明申し上げます。 

  歳入歳出決算書の２３９ページをごらん願います。 

  初めに、歳入でございますが、予算現額９５億１千７２４万円に対しまして、決算額は９

３億８千２８１万７千１１３円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、５億３

千２９７万９千５８９円、率にいたしまして６．０２パーセントの増となっております。 

  次に、歳出でございますが、予算現額９５億１千７２４万円に対しまして、決算額は９２

億９千７１０万１千７２円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、５億３千７

５９万６千８０４円、率にいたしまして６．１４パーセントの増となっております。 

  この結果、歳入歳出差引残高は８千５７１万６千４１円となり、このうち２千５７１万円

を財政調整基金に積み立てることにより、翌年度への繰越額は６千万６千４１円となります。 

  続きまして、２４０、２４１ページをごらん願います。 

  初めに、歳入、第１款国民健康保険税につきましては、予算現額２４億５千２６６万１千

円に対しまして、調定額は５３億４千８３４万４千７０５円、収入済額は２５億６千３５万

６千６２８円、不納欠損額は１億７千９５２万７千７５１円、収入未済額は２６億８４６万

３２６円となっております。なお、調定額に対します収納率は、現年課税分が８４．０６パ

ーセント、滞納繰越分が１４．３パーセント、保険税合計では４７．８７パーセントでござ

います。 

  次に、２款国庫支出金につきましては、予算現額２７億８千６８３万９千円、調定額、収

入済額ともに、２４億５千５４６万４千５４８円でございます。内訳でございますが、負担

金につきましては、療養給付費と高額医療費共同事業拠出金及び特定健康診査に係る国の負

担金でございます。補助金につきましては国保財政の調整交付金等でございます。 

  次に、３款療養給付費交付金につきましては、予算現額５億１千７３５万７千円、調定額、

収入済額ともに５億４千９０６万円でございます。これにつきましては、退職者医療制度に

基づく退職被保険者とその扶養者の医療費に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金

でございます。 

  次に、４款前期高齢者交付金につきましては、予算現額１４億８千１３９万８千円、調定
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額、収入済額ともに１５億８千２６４万３千２４０円でございます。これにつきましては、

６５歳から７４歳までの前期高齢者について、医療費に係る財政調整制度によりまして、社

会保険診療報酬支払基金が各保険者から加入者数に応じ納付金として徴収し、これを各保険

者に分配するものでございます。 

  次に、５款県支出金につきましては、予算現額６億８千７８万８千円、調定額、収入済額

ともに６億１千５４３万５千２０８円でございます。内訳でございますが、負担金につきま

しては、高額医療費共同事業及び特定健康診査に係る県の負担金でございます。補助金につ

きましては国保財政の調整交付金でございます。 

  次に、６款共同事業交付金につきましては、予算現額１０億７千６４７万７千円、調定額、

収入済額ともに１０億７千３０１万６千８６９円であり、高額医療費共同事業及び保険財政

共同安定化事業の交付金でございます。 

  次に、７款繰入金につきましては、予算現額４億４千１８４万６千円、調定額、収入済額

ともに４億４千１８４万５千２４５円であり、一般会計からの繰入金でございます。 

  次に、８款繰越金につきましては、予算現額６千４２６万４千円、調定額、収入済額とも

に６千４２６万３千２５６円であり、前年度からの繰越金でございます。 

  次に、９款諸収入につきましては、予算現額１千５６１万円、調定額、収入済額ともに４

千７３万２千１１９円で、保険税延滞金及び第三者行為による医療費納付金が主なものでご

ざいます。 

  以上、歳入合計につきましては、予算現額９５億１千７２４万円に対しまして、調定額１

２１億７千８０万５千１９０円、収入済額９３億８千２８１万７千１１３円、不納欠損額１

億７千９５２万７千７５１円、収入未済額２６億８４６万３２６円となっております。 

  続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

  ２４２、２４３ページをお聞きください。 

  まず、１款総務費でございますが、予算現額４千４６４万円に対しまして、支出済額は３

千９８１万６千９３円でございます。 

  内訳といたしまして、１項総務管理費２千８１５万８千２５２円は、一般管理費のほか、

国保団体連合会の負担金でございます。 

  ２項徴税費１千１２６万７千８５１円は保険税の賦課徴収に関する諸経費、３項運営協議

会費６万５００円は国民健康保険運営協議会に関する経費、４項趣旨普及費３２万９千４９

０円はパンフレット等の購入経費でございます。 

  次に、２款保険給付費は、予算現額６２億５千４４９万８千円に対しまして、支出済額は

６１億２千５２８万２１３円でございます。 

  内訳といたしまして、まず、１項療養諸費５３億７千１１３万６千３１円は、３６万８８

件分の療養給付費と９千８１３件分の療養費、そして、診療報酬明細書の審査支払手数料等

でございます。 

  次に、２項高額療養費６億８千７７４万５千５５８円は、９千４７５件分の高額療養費と
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７件分の高額介護合算療養費でございます。 

  ３項移送費については、支出はございませんでした。 

  次に、４項出産育児諸費５千７５９万８千６２４円は、１３９件分の出産育児一時金とそ

の支払手数料、５項葬祭諸費８８０万円は１７６件分の葬祭費でございます。 

  次に、３款後期高齢者支援金等は、若年層が加入する保険から後期高齢者医療保険への支

援金で、支出済額は１３億６千３９９万７千８０２円となりました。 

  次に、４款前期高齢者納付金等は、歳入の項目でご説明いたしましたが、本市は交付です

が、納付金について調整額及び事務費分の負担があり、１４３万９千９２６円を支出いたし

ました。 

  次に、５款老人保健拠出金は、平成２０年度から後期高齢者医療制度が始まり、老人保健

事業は事務費拠出金の支出があり、５万５千８１６円を支出いたしました。 

  次に、６款介護納付金は、予算現額６億１７８万１千円に対しまして、支出済額は６億１

７８万１６４円で、介護保険への拠出金でございます。 

  次に、７款共同事業拠出金は、予算現額１０億８千２万３千円に対しまして、支出済額は

１０億１千７２１万７千６６７円で、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業等の

拠出金でございます。 

  次に、８款保健事業費は、予算現額５千１８０万５千円に対しまして、支出済額は３千５

０１万６千３８３円で、特定健康診査に要する経費、医療費通知及び人間ドックの助成金で

ございます。 

  次に、９款公債費は、予算現額３００万円に対しまして、支出済額は９万１千６９３円で、

一般会計財政調整基金を繰替運用した際に発生した利子の支払いでございます。 

  次に、１０款諸支出金は、予算現額１億１千２４５万６千円に対しまして、支出済額は１

億１千２４０万５千３１５円で、過誤納による保険税の過誤納還付金及び国庫支出金等の超

過分の返還金でございます。 

  次に、１１款予備費につきましては、当初予算額が５００万円で、一般被保険者の過誤納

還付金等に不足が生じたため、１４６万９千円を充当し、この結果、予算現額３５３万１千

円となり、同額が不用額となっております。 

  以上、歳出の合計は、予算現額９５億１千７２４万円に対しまして、支出済額は９２億９

千７１０万１千７２円、不用額２億２千１３万８千９２８円となっております。 

  続きまして、議案第１２号、平成２４年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算に

ついてご説明申し上げます。 

  決算書の２７１ページをお開きください。 

  初めに、歳入でございますが、予算現額３億６千９７６万円に対しまして、決算額は３億

６千４２６万４千８７９円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、１千６４１

万９千８８６円、率にいたしまして４．７２パーセントの増となっております。 

  次に、歳出でございますが、予算現額３億６千９７６万円に対しまして、決算額は３億６
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千４４万１２６円で、決算額を前年度と比較いたしますと、１千４８１万２２１円、率にい

たしまして４．２８パーセントの増となっております。また、歳入歳出差引残額３８２万４

千７５３円につきましては、翌年度へ繰り越すものでございます。 

  それでは、２７２、２７３ページをお開きください。 

  まず初めに、歳入、１款後期高齢者医療保険料は、予算現額２億７千９３０万３千円に対

しまして、調定額は２億８千７０６万８千８２０円、収入済額は２億７千４７２万４千５２

０円、不納欠損額３０７万１００円、収入未済額９２７万４千２００円となっております。

収納率は、現年分が９８．０５パーセント、滞納繰越分が１８．１９パーセント、全体で９

５．７０パーセントとなっております。 

  次に、２款繰入金につきましては、予算現額８千５７７万３千円に対しまして、調定額、

収入済額ともに８千５７７万２千６９０円で、これは、事務費及び基盤安定に伴う一般会計

からの繰入金でございます。 

  次に、３款繰越金は、前年度からの繰越金で、予算現額２２１万５千円に対しまして、調

定額、収入済額ともに２２１万５千８８円となりました。 

  次に、４款諸収入は、予算現額２４６万９千円に対しまして、調定額、収入済額ともに１

５５万２千５８１円でございます。これにつきましては、広域連合からの賦課徴収に対する

補助金及び過年度分還付金の納付金となります。 

  以上、歳入合計につきましては、予算現額３億６千９７６万円に対しまして、調定額が３

億７千６６０万９千１７９円、収入済額が３億６千４２８万４千８７９円、不納欠損額が３

０７万１００円、収入未済額が９２７万４千２００円となっております。 

  次に、２７４、２７５ページをお開きください。 

  まず、第１款の総務費につきましては、予算現額２８４万８千円に対しまして、支出済額

は２７８万４千１０３円でございます。これにつきましては、一般管理費及び保険料徴収に

係る経費でございます。 

  次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、予算現額３億６千３９３万８

千円に対しまして、支出済額は３億５千６４７万９千４３０円でございます。これは、広域

連合への保険料の納付金でございます。 

  次に、３款諸支出金につきましては、予算現額１９７万４千円に対しまして、支出済額は

１１７万６千５９３円でございます。これは、過年度分保険料の還付金と、過年度精算分保

険料の一般会計への繰出金でございます。 

  ４款予備費につきましては、予算現額１００万円に対しまして、充当はございませんでし

た。 

  以上、歳出の合計は、予算現額３億６千９７６万円に対しまして、支出済額が３億６千４

４万１２６円、不用額が９３１万９千８７４円となっております。 

  続きまして、議案第１３号、平成２４年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算について

ご説明申し上げます。 
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  決算書の２８９ページをごらん願います。 

  初めに、歳入でございますが、予算現額３５億９千５４７万１千円に対しまして、決算額

は３４億９千７１５万７千６４８円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、１

億６千８４７万３千８６４円、率にいたしまして５．０６パーセントの増となっております。 

  次に、歳出決算でございますが、予算現額３５億９千５４７万１千円に対しまして、決算

額は３４億８千３６４万８千２２０円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、

２億２千１３５万９千１００円、率にいたしまして６．７９パーセントの増となっておりま

す。 

  この結果、歳入歳出差引残高は１千３５０万９千４２８円となり、全額を翌年度へ繰り越

すものでございます。 

  続きまして、２９０、２９１ページをごらん願います。 

  初めに、歳入、１款保険料につきましては、予算現額７億２千６６１万９千円に対しまし

て、調定額８億４千４８４万９千２００円、収入済額７億５千３９９万９千１８４円、不納

欠損額２千８５万４千４００円、収入未済額は６千９９９万５千６１６円となっております。

なお、調定額に対します収納率は８９．２５パーセントでございます。 

  次に、２款分担金及び負担金につきましては、予算現額９４万３千円、調定額１２２万４

千３００円、収入済額１１７万３千３００円、収入未済額５万１千円となっておりまして、

高齢者配食サービス事業に係る利用者の方の自己負担金であります。 

  次に、３款国庫支出金につきましては、予算現額７億５千６４４万２千円、調定額、収入

済額ともに６億７千８９０万２千６９５円でございます。この国庫支出金でございますが、

まず、負担金につきましては、介護給付費に係る国の負担金でございます。補助金につきま

しては、介護保険財政の調整交付金及び地域支援事業交付金がその主なものでございます。 

  次に、４款支払基金交付金につきましては、予算現額９億９千７７３万６千円で、調定額、

収入済額ともに９億７千６２７万６千円でございます。これにつきましては、第２号被保険

者の保険料に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございます。 

  次に、５款県支出金につきましては、予算現額５億６千３７万円で、調定額、収入済額と

もに５億３千５８５万８千７７９円であり、介護給付費に係る県の負担金及び地域支援事業

に係る交付金でございます。 

  次に、６款財産収入につきましては、予算現額１千円に対しまして、収入はございません

でした。 

  次に、７款繰入金につきましては、予算現額４億８千４４８万２千円で、調定額、収入済

額ともに４億８千４４８万１千２３０円でございます。一般会計繰入金の内容といたしまし

ては、介護給付費に係る市の負担金、地域支援事業に係る繰入金及び事務費に対する繰入金

でございます。 

  次に、８款諸収入につきましては、予算現額７万３千円、調定額、収入済額ともに７万１

千７９６円で、これについては、臨時職員等の保険料個人負担金及び認定情報提供料がその
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主なものでございます。 

  次に、９款繰越金につきましては、予算現額６千８８０万５千円、調定額、収入済額とも

に６千６３９万４千６６４円で、前年度からの繰越金でございます。 

  以上、歳入合計につきましては、予算現額３５億９千５４７万１千円に対しまして、調定

額３５億８千８０５万８千６６４円、収入済額３４億９千７１５万７千６４８円、不納欠損

額２千８５万４千４００円、収入未済額７千４万６千６１６円となっております。 

  続きまして、歳出につきましてご説明申し上げます。 

  ２９２、２９３ページをごらん願います。 

  まず、１款の総務費につきましては、予算現額３千２２５万６千円、支出済額２千９７８

万３千４７５円でございます。 

  総務費の主な支出といたしましては、まず、１項総務管理費においては、介護保険に係る

パンフレットの購入費、２項徴収費においては、納付書の印刷製本費・郵送料、３項介護認

定審査会費においては、介護認定審査会委員に対します報酬及び主治医意見書作成に係る手

数料でございます。 

  次に、２款保険給付費につきましては、予算現額３４億３千３９５万８千円に対しまして、

支出済額は３３億３千２４０万６千７９７円でございます。 

  まず、１項介護サービス等諸費の支出済額２９億９千３３９万４千８４８円は、４万５千

４３７件分の介護給付費でございます。 

  ２項介護予防サービス等諸費の支出済額１億１６５万９千８９円は、５千３６９件分の介

護予防給付費でございます。 

  ３項高額介護サービス等費の支出済額６千６５８万４千４０１円は、６千３９３件分の高

額介護サービス費及び高額介護予防サービス費でございます。 

  ４項高額医療合算介護サービス等費の支出済額６３２万９千３９９円は、各医療保険にお

ける世帯内で医療及び介護保険制度の自己負担額が著しく高額になった場合に、一定の上限

額を超える部分を給付したものであります。 

  ５項その他諸費の支出済額２９９万３千１６０円は、４万９千８８６件分の介護給付費請

求書等の審査支払手数料でございます。 

  ６項特定入所者介護サービス等費の支出済額１億６千１４４万５千９００円は、４千６４

１件分の介護保険施設に入所する低所得者等の食費及び居住費に対して、市が認定した負担

限度額を超えた部分を支給した経費でございます。 

  次に、３款地域支援事業費につきましては、予算現額４千３７８万５千円に対しまして、

支出済額は３千７５７万６千３４９円でございます。 

  まず、１項介護予防事業費の支出済額３４９万３千５３円は、二次予防事業対象者の把握

に係る基本チェックリストの郵送費用、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等の

特定・一般高齢者を対象とする介護予防に係る支出が主なものでございます。 

  ２項包括的支援事業費・任意事業費の支出済額３千４０８万３千２９６円は、地域包括支
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援センター派遣職員に係る負担金、高齢者配食サービス事業、家族介護支援事業としてのお

むつの支給等が主な支出でございます。 

  次に、４款基金積立金につきましては、予算現額１千円に対しまして、支出はございませ

んでした。 

  次に、５款諸支出金につきましては、予算現額８千４４７万１千円に対しまして、支出済

額は８千３８８万１千５９９円でございます。主な支出は、保険料過誤納還付金及び介護給

付費負担金等の平成２３年度精算に伴う返還金でございます。 

  次に、６款予備費につきましては、予算現額１００万円に対しまして、支出はございませ

んでした。 

  以上、歳出の合計は、予算現額３５億９千５４７万１千円に対しまして、支出済額は３４

億８千３６４万８千２２０円、不用額は１億１千１８２万２千７８０円となっております。 

  以上で、議案の第１１号、第１２号、第１３号につきまして、説明を終わらせていただき

ます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○教育次長（長谷川淳一君） 

  それでは、議案第１４号、平成２４年度八街市学校給食センター事業特別会計決算につい

てご説明をいたします。 

  決算書の３１９ページをごらん願います。 

  初めに、歳入でございますが、予算現額６億８千６１１万６千円に対しまして、決算額６

億７千８４５万８千８０７円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、１千３８

１万２千４２５円、２．０パーセントの減でございます。 

  次に、歳出でございますが、予算現額６億８千６１１万６千円に対しまして、決算額６億

７千８４５万８千８０７円でございます。決算額を前年度と比較いたしますと、１千２９０

万９千６８０円、１．９パーセントの減でございます。 

  歳入歳出差し引きの結果、残額は０円とし、特別会計を閉鎖するものでございます。 

  続きまして、歳入歳出決算の概要につきましてご説明をいたします。 

  ３２０、３２１ページをごらん願います。 

  歳入、ｌ款使用料及び手数料につきましては、予算現額６千円に対しまして、調定額、収

入済額ともに１万６千５５２円でございます。これは、教育施設建物等の使用料でございま

す。 

  次に、２款繰入金につきましては、予算現額３億５千１９０万円に対しまして、調定額、

収入済額ともに３億４千７１９万６千４７円でございます。これは、一般会計からの繰入金

で、前年度と比較いたしますと、４０１万２千４７円、１．２パーセントの増でございます。 

  次に、３款繰越金につきましては、予算現額９０万３千円に対しまして、調定額、収入済

額ともに９０万２千７４５円でございます。これは、前年度からの繰越金で、前年度と比較

いたしますと、４５万７千８４８円、１０２．９パーセントの増でございます。 

  次に、４款諸収入につきましては、予算現額３億３千３３０万７千円に対しまして、調定
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額３億７千３５６万８千５５６円、収入済額３億３千３４万３千４６３円、収入未済額４千

３２２万５千９３円でございます。収入済額を前年度と比較いたしますと、１千８２８万１

千７８０円、５．２パーセントの減でございます。 

  １項給食事業収入の収入済額につきましては、３億２千９４５万４千５６９円でございま

す。主なものは、児童・生徒にかかる給食費で、収入済額を前年度と比較いたしますと、１

千８４３万１千１４６円、５．３パーセントの減でございます。調定額に対する給食事業収

入の収納率につきましては、現年度分は９７．２パーセント、過年度分は１１．８パーセン

トでございます。 

  ２項雑入の収入済額につきましては、８８万８千８９４円でございます。主なものは、臨

時職員保険料及び廃品売払収入等で、収入済額を前年度と比較いたしますと、１４万９千３

６６円、２０．２パーセントの増でございます。 

  以上で、歳入合計につきましては、予算現額６億８千６１１万６千円、調定額７億２千１

６８万３千９００円、収入済額６億７千８４５万８千８０７円、収入未済額４千３２２万５

千９３円でございます。 

  詳細につきましては、３２４、３２５ページに記載のとおりでございます。 

  続きまして、歳出をご説明いたします。 

  ３２２、３２３ページをごらん願います。 

  歳出、ｌ款総務費につきましては、予算現額１億６千９６９万３千円に対しまして、支出

済額１億６千４４６万４８０円、不用額５２３万２千５２０円で、執行率は９６．９パーセ

ントでございます。支出済額を前年度と比較いたしますと、１９万９千３３１円、０．１パ

ーセントの減でございます。主なものは、職員及び臨時職員の人件費と、第一調理場及び第

二調理場の施設維持に係る委託料でございます。 

  次に、２款事業費につきましては、予算現額４億８千７４５万６千円に対しまして、支出

済額４億８千５７３万２千３６４円、不用額１７２万３千６３６円で、執行率は９９．６パ

ーセントでございます。支出済額を前年度と比較いたしますと、１千２６５万８千３５円、

２．５パーセントの減でございます。主なものは、給食用の賄い材料費、給食供給業務に係

る委託料でございます。 

  次に、３款公債費につきましては、予算現額２千８２６万７千円に対しまして、支出済額

２千８２６万５千９６３円、不用額１千３７円で、執行率は９９．９９パーセントでござい

ます。支出済額を前年度と比較いたしますと、５万２千３１４円、０．２パーセントの減で

ございます。これは、給食センター建設等に伴う起債の償還元金及び利子でございます。 

  次に、予備費につきましては、予算現額７０万円で、全額が不用額でございます。 

  以上、歳出合計につきましては、予算現額６億８千６１１万６千円に対しまして、支出済

額６億７千８４５万８千８０７円、不用額７６５万７千１９３円でございます。 

  詳細につきましては、３２６ページから３３３ページに記載のとおりでございます。 

  以上をもちまして平成２４年度八街市学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算の概要
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につきましての説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（中田眞司君） 

  会議中でありますが、ここで、昼食のため、しばらく休憩をいたします。 

  午後は１時１０分から再開いたします。 

（休憩 午前１１時５０分） 

（再開 午後 １時１０分） 

○議長（中田眞司君） 

  再開します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○建設部長（糸久博之君） 

  議案第１５号、平成２４年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算につきましてご説明

いたします。 

  決算書の３４１ページをごらん願います。 

  初めに、歳入でございますが、予算現額１１億９千６６７万９千円に対しまして、決算額

１０億１千７４８万５千３３８円でございます。決算額を前年度と比較しますと、９．１パ

ーセント、８千５２６万４千１６０円の増でございます。 

  次に、歳出でございますが、予算現額１１億９千６６７万９千円に対しまして、決算額は

９億１千７０９万１千６９５円でございます。決算額を前年度と比較しますと０．７パーセ

ント、６５１万８千８８０円の減でございます。 

  歳入歳出差し引きの結果、残額は１億３９万３千６４３円となり、全額を翌年度へ繰り越

すものでございます。 

  続きまして、歳入歳出決算の概要につきましてご説明いたします。 

  ３４２ページ、３４３ページをごらん願います。 

  歳入、１款分担金及び負担金につきましては、予算現額６７０万円に対して、調定額１千

６５０万３千３８０円、収入済額１千１３５万９千６７０円、不納欠損額８７万５千５００

円、収入未済額は４２６万８千２１０円でございます。収入済額を前年度と比較しますと、

７２．０パーセント、４７５万３千９９０円の増でございます。これにつきましては、受益

者負担金の新規賦課の増と、一括納付の増により、現年分の調定額及び収納額が増加したこ

とによるものでございます。また、受益者負担金の収納率につきましては、現年分９７．２

パーセント、滞納繰越分１．９パーセントでございます。 

  次に、２款使用料及び手数料につきましては、予算現額２億３千８１８万９千円に対しま

して、調定額２億５千１３１万４千３０円、収入済額２億４千７万４千８３０円、不納欠損

額１０６万３千３３０円、収入未済額は１千１７万５千８７０円でございます。収入済額を

前年度と比較しますと、２．７パーセント、６７２万７千８９０円の減でございます。 

  １項使用料の収入済額につきましては、２億３千９９２万４千８３０円でございます。こ

れにつきましては、下水道使用料及び行政財産使用料で、前年度と比較しますと、２．８パ
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ーセント、６８０万７千８９０円の減でございます。なお、下水道使用料の収納率につきま

しては、現年分９８．０パーセント、滞納繰越分４２．５パーセントでございます。 

  ２項手数料の収入済額につきましては、１５万円でございます。これにつきましては、指

定下水道工事店の登録手数料で、前年度と比較しますと、１１４．３パーセント、８万円の

増となっております。 

  次に、３款国庫支出金につきましては、予算現額１億４千３８０万円に対しまして、調定

額は同額、収入済額は５千２３０万円でございます。収入済額を前年度と比較しますと、６

３．７パーセント、２千３６万円の増でございます。これにつきましては、補助対象事業の

増によるものでございます。 

  次に、４款繰入金につきましては、予算現額２億１千８０万２千円に対しまして、調定額、

収入済額ともに同額でございます。収入済額を前年度と比較しますと、１１．６パーセント、

２千７７９万１千円の減でございます。 

  次に、５款繰越金につきましては、予算現額８６１万円に対しまして、調定額、収入済額

ともに８６１万６０３円でございます。収入済額を前年度と比較しますと、７５．６パーセ

ント、２千６６３万３千１４９円の減でございます。 

  次に、６款諸収入につきましては、予算現額１億３千５７７万８千円に対しまして、調定

額、収入済額ともに１億３千５６３万８千２３５円でございます。収入済額を前年度と比較

しますと、１千６０９．１パーセント、１億２千７７０万２千２０９円の増でございます。

これにつきましては、大池排水区雨水幹線整備事業に係る一般会計負担金を繰り入れたこと

によるものでございます。 

  １項延滞金加算金及び過料につきましては、収入がございませんでした。 

  ２項雑入の収入済額につきましては、１億３千５６３万８千２３５円でございます。流域

下水道事業建設費負担金の精算による返還金、大池調整池維持管理負担金、大池排水区雨水

幹線整備事業負担金が主なものでございます。 

  次に、７款市債につきましては、予算現額４億５千２８０万円に対しまして、調定額、収

入済額ともに３億５千８７０万円でございます。収入済額を前年度と比較しますと、１．８

パーセント、６４０万円の減でございます。これにつきましては、市債の補償金免除繰上償

還に係る借換債の新規発行額の縮減によるものでございます。 

  歳入合計といたしまして、予算現額１１億９千６６７万９千円に対しまして、調定額１１

億２千５３６万８千２４８円、収入済額１０億１千７４８万５千３３８円、不納欠損額１９

３万８千８３０円、収入未済額は１億５９４万４千８０円でございます。 

  なお、詳細につきましては、３４６ページから３４９ページに記載のとおりでございます。 

  続きまして、歳出をご説明いたします。 

  ３４４ページ、３４５ページをごらん願います。 

  歳出、１款下水道事業費につきましては、予算現額６億７千６７万３千円に対しまして、

支出済額３億９千４５６万３千９１０円、翌年度繰越額２億７千３２１万８千円、不用額は
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２８９万１千９０円でございます。支出済額を前年度と比較しますと、１０．１パーセント、

３千６２０万８千７８７円の増でございます。これにつきましては、大池第三雨水幹線の整

備業務を日本下水道事業団に委託したことによるものでございます。 

  １項総務管理費の支出済額につきましては、１億５千６３４万９千５円でございます。前

年度と比較しますと、０．７パーセント、１０５万２千５２７円の増でございます。主なも

のといたしましては、下水道施設に係る維持管理費、下水道使用料徴収費、印旛沼流域下水

道維持管理負担金、関係職員の人件費及び消費税等でございます。 

  ２項下水道建設費の支出済額につきましては、２億３千８２１万４千９０５円でございま

す。前年度と比較しますと、１７．３パーセント、３千５１５万６千２６０円の増でござい

ます。主なものといたしましては、雨水整備業務委託料、下水道整備工事費、維持管理計画

等策定業務委託料、印旛沼流域下水道事業建設費負担金及び関係職員の人件費等でございま

す。 

  次に、２款公債費につきましては、予算現額５億２千５００万６千円に対しまして、支出

済額５億２千２５２万７千７８５円、不用額は２４７万８千２１５円でございます。支出済

額を前年度と比較いたしますと、７．６パーセント、４千２７２万７千６６７円の減でござ

います。これにつきましては、公共下水道事業債が減少したことによるものでございます。 

  次に、３款予備費につきましては、予算現額１００万円全額が不用額でございます。 

  歳出合計といたしまして、予算現額１１億９千６６７万９千円に対しまして、支出済額９

億１千７０９万１千６９５円、翌年度繰越額２億７千３２１万８千円、不用額は６３６万９

千３０５円でございます。 

  詳細につきましては、３４６ページから３５７ページに記載のとおりでございます。 

  以上をもちまして、平成２４年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の概要につきま

して、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○水道課長（金﨑正人君） 

  議案第１６号、平成２４年度八街市水道事業会計決算の認定についてご説明いたします。 

  決算及び事業報告書の５ページをお開きください。 

  初めに、事業報告につきましてご説明いたします。 

  １、概況（１）総括事項のア、事業の状況の３行目でございますが、平成２４年度、給水

戸数は前年度より１８１戸、１．３パーセント増加し、１万４千１０８戸となりました。ま

た、年間有収水量は前年度より７万３千７７２立方メートル、２．１パーセント減少し、３

３９万６千４２２立方メートルとなりました。なお、印旛広域水道用水供給事業からの受水

量は、前年度より７千３０２立方メートル、０．３パーセント減少し、２６６万４千４８６

立方メートルとなりました。 

  １９ページをお開きください。 

  次に、決算の概要につきましてご説明いたします。 

  平成２４年度八街市水道事業決算報告書の（１）収益的収入及び支出の収入でございます
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が、第１款水道事業収益は、予算額合計１０億６千３６７万円に対しまして、決算額１０億

４千５７８万７千５７９円となっております。 

  内訳は、第１項営業収益８億１千７３４万３千１９０円で、主なものは水道料金でござい

ます。 

  次に、第２項営業外収益、２億２千８４４万４千３８９円で、主なものは給水申し込み負

担金、県及び一般会計からの補助金でございます。 

  次に、支出でございますが、第１款水道事業費用は、予算額１０億４千１８２万７千円に

対しまして、決算額１０億２千８４０万７千１４０円で、執行率は９８．７パーセントとな

っております。 

  内訳は、第１項営業費用、９億４千８３０万５千６４８円で、主なものは、印旛広域水道

からの受水費４億７千９６０万９千８３２円、減価償却費９千７４３万９１円、及び修繕費、

委託料、人件費であります。 

  次に、２項営業外費用は７千７３１万２千４２１円で、主なものは企業債利息であります。 

  次に、３項予備費につきましては、当初予算額１００万円で、支出はありませんでした。 

  次に、４項特別損失２７８万９千７１円は、平成２２年度分の水道料金を不納欠損処分し

たもの、及び平成２０年度から平成２３年度分の固定資産除却を過年度損益修正損として処

理したものです。 

  ２０ページをお願いします。 

  次に、（２）資本的収入及び支出の収入でございますが、第１款資本的収入は、予算額合

計６億４千８３５万４千４０３円に対しまして、決算額は６億４千８３１万４千７４２円と

なっております。 

  収入の内訳といたしましては、第１項企業債６億８６０万円、第２項出資金３千４７０万

９千円、第３項負担金５００万５千７４２円となっております。 

  次に、支出でございますが、第１款資本的支出は、予算額合計９億９８０万１千円に対し

まして、決算額は９億８７万９千３５２円で、執行率は９３．８パーセントとなっておりま

す。 

  支出の内訳といたしましては、第１項建設改良費６億９千９２３万３９６円で、主なもの

は、平成２２年度から３カ年で実施しておりました第２配水場２系電気設備更新工事の完成

に伴う５億４千８０５万５千４００円、このほかに、上水道更新工事４件を実施したもので

あります。 

  次に、２項企業債償還金２億１６４万８千９５６円で、企業債元金の償還であります。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億５千２５６万４千６１０円に

つきましては、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額９７４万４千５３６円、及び

過年度分損益勘定留保資金２億４千２８２万７４円で補填しております。 

  ２１ページをお願いします。 

  平成２４年度八街市水道事業損益計算書でございますが、１、営業収益の計が７億７千８
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８２万９千８４１円、２、営業費用の計が９億１千２１５万３千２２２円となり、１億３千

３３２万３千３８１円の営業損失が生じております。 

  次に、３、営業外収益の計は２億４９２万４千９７６円、４、営業外費用の計が８千３２

９万８千８０８円となり、営業外の収支では１億２千１６２万６千１６８円の利益が生じ、

営業損失の１億３千３３２万３千３８１円を差し引き、１千１６９万７千２１３円の経常損

失が生じました。さらに、この経常損失１千１６９万７千２１３円に、特別損失２７８万９

千７１円を加えた１千４４８万６千２８４円が当年度純損失となり、同額が当年度未処理欠

損金となりました。 

  以下の資料につきましてはご参照いただき、説明は省略させていただきます。 

  以上で議案第１６号、平成２４年度八街市水道事業会計決算の認定についての説明を終わ

らせていただきます。ご審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（中田眞司君） 

  以上で説明が終わりました。 

  お諮りします。ただいま議題となっています議案第１０号から議案第１６号の各会計決算

につきましては、監査委員から監査報告を求める過程でありますが、お手元に監査委員から

各会計の決算審査意見書が提出されていますので、その意見書をもって報告にしたいと思い

ます。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

  ご異議なしと認めます。 

  日程第５、休会の件を議題とします。 

  明日３日から４日は議案調査のため休会したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

  ご異議なしと認めます。 

  ３日から４日は、休会することに決定しました。 

  本日の日程は全て終了しました。 

  本日の会議はこれで終了します。 

  ５日は午前１０時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。 

  議員の皆様に申し上げます。 

  １１日に議案に対する質疑を予定していますので、質疑のある方は６日、午後４時までに

通告書を提出するようにお願いいたします 

  この後、全員協議会を開催しますので、議員は議員控室にお集まりください。全員協議会

終了後、議会運営委員会、その後、会派代表者会議を開催しますので、関係する議員は待機

するようにお願いいたします。 

  ご苦労さまでした。 
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（散会 午後 １時３２分） 
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○本日の会議に付した事件 

 １．会議録署名議員の指名 

 ２．会期の決定 

 ３．請願第２５－１号訂正の件 

 ４．議案の上程 

   議案第１号から議案第１６号 

   提案理由の説明 

 ５．休会の件 

……………………………………………………………………………………………………………… 

請願第25-1号 南中学校東の大量廃棄物の持ち込みに反対する請願について 

議案第１号 八街市税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第２号 八街市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３号 八街市税外収入金に係る延滞金徴収条例の一部を改正する条例等の一部を改正す 

      る条例の制定について 

議案第４号 八街市子ども・子育て会議設置条例の制定について 

議案第５号 八街市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６号 平成２５年度八街市一般会計補正予算について 

議案第７号 平成２５年度八街市介護保険特別会計補正予算について 

議案第８号 平成２５年度八街市下水道事業特別会計補正予算について 

議案第９号 平成２５年度八街市水道事業会計補正予算について 

議案第10号 平成２４年度八街市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第11号 平成２４年度八街市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第12号 平成２４年度八街市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第13号 平成２４年度八街市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第14号 平成２４年度八街市学校給食センター特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第15号 平成２４年度八街市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第16号 平成２４年度八街市水道事業会計決算の認定について 

 


